
令和７年第３回神栖市議会定例会議案一覧表 

議案番号 件  名 

議案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

議案第２号

神栖市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例 

議案第３号 神栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

議案第４号 

神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及

び神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

議案第５号 
神栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

議案第６号 
神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例 

議案第７号 令和７年度神栖市一般会計補正予算（第３号） 

議案第８号 令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号） 

議案第９号 令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第 10 号 損害賠償の額を定めることについて

議案第 11 号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

議案第 12 号 
専決処分の承認を求めることについて

・令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
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認定第１号 令和６年度神栖市歳入歳出決算の認定について 

認定第２号 令和６年度神栖市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

認定第３号 令和６年度神栖市下水道事業会計決算の認定について 

報告第１号 

令和６年度神栖市一般会計継続費精算報告書 

・コミュニティセンター管理運営事業 

・住宅管理事業 

報告第２号 
令和６年度神栖市下水道事業会計継続費精算報告書 

・公共下水道整備事業（雨水） 

報告第３号 令和６年度決算に基づく神栖市健全化判断比率の報告について 

報告第４号 
令和６年度決算に基づく神栖市水道事業会計及び神栖市下水道事業会

計についての資金不足比率の報告について 

報告第５号 債権放棄の報告について 

報告第６号 
鹿島港湾運送株式会社の令和６年度第５５期営業報告及び令和７年度

事業計画について 



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．１

資料１―１

 
 

議案番号 件　　　名 概　　　要 備考

 議案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 荒沼　俊明 委員の任期が令和７年１２月１２日をもって満了する

ことに伴い、人格が高潔で、固定資産の評価に関し識見を有する

同氏を引き続き固定資産評価審査委員会委員として選任したいの

で、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求

めるものであります。 

【氏    名】　荒沼　俊明 

【住    所】　神栖市芝崎

 議案第２号 神栖市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例

基幹業務システムの標準化に伴い、住登外者宛名番号管理機能に

よって行われる事務及び情報連携について、個人番号の独自利用

事務として条例に定める必要があるため、所要の改正を行うもの

であります。 

【改正内容】 
・第４条第４項を第５項へ繰り下げ、新たに第４項として、法定利用事

務に係る庁内連携の包括的な規定を加える。 
・別表第１、第２及び第３を改め、住登外者宛名情報に係る規定を追加

する。

 議案第３号 神栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例

児童福祉法の一部改正により新たに創設された乳児等通園支援事

業について、その設備及び運営に関する基準を定める必要がある

ため、条例を制定するものであります。 

【制定内容】 
既存の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中

で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付と

して創設された「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」につ

いて、児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する基準を定める。

【地方税法】（抄） 
第４２３条　〔 略 〕 
２　〔 略 〕 
３　固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の

住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の
評価について学識経験を有する者のうちから、当該
市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．２

資料１―１

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第４号 神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例及び神栖市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例

児童福祉法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
第１条関係（神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 
・第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」

に改める。 

第２条関係（神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正） 
・第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」

に改める。

 議案第５号 神栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例

児童福祉法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に

改める。

 議案第６号 神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休

業に係る規定を整理するため、また、文言の整理をするため、所

要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
地方公務員の育児休業等に関する法律において、現行の「１日につき２

時間を超えない範囲内」の部分休業を「第１号部分休業」と、法改正に

より新たに措置された「１年につき１０日を超えない範囲内」の部分休

業を「第２号部分休業」とする改正が行われたことにより、これらの部

分休業に伴う給与の減額に係る規定を改める。



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．３

資料１―１

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第７号 令和７年度神栖市一般会計補正予算（第３号） 補正は歳入歳出それぞれ１,７３５万４千円を追加し、補正後の予

算規模を４５０億８,９０５万５千円とするものであります。 

補正前の額　　４５,０７１,７０１千円 

補　正　額    　　　 １７,３５４千円 

計　　　　４５,０８９,０５５千円 

補正の主な内容につきましては、中学校部活動の地域クラブへの

移行事業について、地域クラブ活動の充実を図ることを目的とし

た実証事業を実施するため、補正予算を計上するものでありま

す。財源としましては、県支出金等を充てるものであります。

 議案第８号 令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第１号）

補正は歳入歳出それぞれ１３５万３千円を追加し、補正後の予算

規模を６０億９,２２５万４千円とするものであります。 

補正前の額　　　６,０９０,９０１千円 

補　正　額　　　　　　 １,３５３千円 

計　　　　　６,０９２,２５４千円 

補正の内容につきましては、国が進める標準化に伴う介護保険事

務処理システム経費について、補正予算を計上するものでありま

す。財源としましては、繰入金を充てるものであります。

補正予算の詳細は財政課作成資料を参照



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．４

資料１―１

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第９号 令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）

補正は歳入歳出それぞれ２１５万円を追加し、補正後の予算規模

を１２億５,３１３万５千円とするものであります。 

 

補正前の額　　　１,２５０,９８５千円 

補　正　額　　　　　　 ２,１５０千円 

計　　　　　１,２５３,１３５千円 

 

補正の内容につきましては、職員の定期人事異動に伴う人件費に

ついて、補正予算を計上するものであります。財源としまして

は、繰入金を充てるものであります。

 議案第 10 号 損害賠償の額を定めることについて 神之池緑地の神栖市文化センター脇駐車場において相手方車両が

損傷した事故について、地方自治法第９６条第１項第１３号の規

定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

【地方自治法】（抄） 
第９６条　普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事
件を議決しなければならない。 
第１３号 
法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．５

資料１―１

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 11 号 損害賠償の額を定め、和解することについて 市道８－１０５号線において相手方車両が損傷した事故につい

て、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基

づき、議会の議決を求めるものであります。

 議案第 12 号 専決処分の承認を求めることについて 

・令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしたの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもので

あります。 

補正は歳入歳出それぞれ２３７万８千円を追加し、補正後の予算

規模を１２億５,０９８万５千円とするものであります。 

 

補正前の額　　　１,２４８,６０７千円 

補　正　額　　　　 　　２,３７８千円 

計　　　　　１,２５０,９８５千円 

 

補正の内容につきましては、後期高齢者医療保険料の過誤納金に

ついて、対象者へ速やかに還付するため、補正予算を計上し、　

【地方自治法】（抄） 
第９６条　普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 
第１２号 
普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る
同法第 11 条第 1項の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分
又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 
第１３号 
法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

地方自治法（抄） 
第１７９条　普通地方公共団体の議会が成立しないと

き、第１１３条ただし書の場合においてなお会議を開く

ことができないとき、普通地方公共団体の長において議

会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会

を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め

るとき、又は議会において議決すべき事件を議決しない

ときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき

事件を処分することができる。  
２ 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 

３ 前二項の規定による処置については、普通地方公共

団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、そ

の承認を求めなければならない。



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．６

資料１―１

議案番号 件 名 概 要 備考

 ８月６日に専決処分したものであります。

 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて

根本　理加子 委員の任期が令和７年１２月３１日をもって満了す

ることに伴い、人格識見ともに高い同氏を引き続き人権擁護委員と

して推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づ

き、議会の意見を求めるものであります。 

【氏    名】　根本　理加子 

【住    所】　神栖市知手中央

 認定第１号 令和６年度神栖市歳入歳出決算の認定について 地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定に付す

ものであります。
【地方自治法】（抄） 
第２３３条　〔 略 〕 
２　〔 略 〕 
３　普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査

委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて

次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さ

なければならない。 

４　〔 略 〕

【人権擁護委員法】（抄） 
第６条　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 
３　市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の

議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会

の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業

家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会

その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に

人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成

員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁

護委員の候補者を推薦しなければならない。



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．７

資料１―１

議案番号 件 名 概 要 備考

 認定第２号 令和６年度神栖市水道事業会計剰余金の処分及

び決算の認定について

未処分利益剰余金５億６９５万８,４５６円のうち、１億４,３５４万

４,２２３円を建設改良積立金へ積み立て、残金を繰り越すものとす

るため、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、議会の議決

を求め、併せて、同法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定に

付すものであります。

 認定第３号 令和６年度神栖市下水道事業会計決算の認定に

ついて

地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定に付

すものであります。

【地方公営企業法】（抄） 
第３０条　〔 略 〕 
２及び３　〔 略 〕 
４　地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後

３月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会においては、遅くとも

当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）

に付さなければならない。 
５から７まで　〔 略 〕 
第３２条　〔 略 〕 
２　毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定よる場合を除くほか、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなけれ

ばならない。 

３及び４　〔 略 〕



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．８

資料１―１

議案番号 件 名 概 要 備考

 報告第１号 令和６年度神栖市一般会計継続費精算報告書 

・コミュニティセンター管理運営事業 

・住宅管理事業

地方自治法施行令第１４５条第２項の規定に基づき、報告するも

のであります。

 報告第２号 令和６年度神栖市下水道事業会計継続費精算報

告書 

・公共下水道整備事業（雨水）

地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定に基づき、報告

するものであります。

【地方自治法施行令】（抄） 

第１４５条　〔 略 〕 

２　普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度（継続費に係る歳出予算の金額のうち法第２２０条第３項ただし書の

規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度）が終了したときは、継続費精算報告書を調

製し、地方自治法第２３３条第５項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。 

３　〔 略 〕

【地方公営企業法施行令】（抄） 

第１８条の２　〔 略 〕 

２　管理者は、継続費に係る継続年度(継続費に係る支出予算の金額のうち法第二十六条第一項又は第二項の規定により繰り越したものが

ある場合には、その繰り越された年度)が終了した場合においては、継続費精算報告書を作成し、法第三十条第一項の書類と併せて当該地

方公共団体の長に提出しなければならない。この場合において、地方公共団体の長は、法第三十条第六項の書類の提出と併せて、これを

議会に報告しなければならない。 

３　〔 略 〕



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．９

資料１―１

議案番号 件 名 概 要 備考

 報告第３号 令和６年度決算に基づく神栖市健全化判断比率

の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に

基づき、報告するものであります。

 報告第４号 令和６年度決算に基づく神栖市水道事業会計及

び神栖市下水道事業会計についての資金不足比

率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定

に基づき、報告するものであります。

【地方公共団体の財政の健全化に関する法律】（抄） 
第２２条　公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比

率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２　〔 略 〕

【地方公共団体の財政の健全化に関する法律】（抄） 
第３条　地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実

質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報

告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 
２　〔 略 〕 



プレス 用 

 令和７年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．１０

資料１―１

 

議案番号 件 名 概 要 備考

 報告第５号 債権放棄の報告について 神栖市債権管理条例第１４条第２項の規定に基づき、報告するも

のであります。

 報告第６号 鹿島港湾運送株式会社の令和６年度第５５期営

業報告及び令和７年度事業計画について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、報告するもの

であります。

【地方自治法】（抄） 

２４３条の３第２項 (財政状況の公表等) 
普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、こ

れを次の議会に提出しなければならない。 

 
【地方自治法施行令】（抄） 
第１７３条  
地方自治法第２４３条の３第２項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決

算に関する書類とする。

【神栖市債権管理条例】（抄） 
第１４条　市長等は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権(これに係る損害賠償金等を含

む。以下同じ。)の全部又は一部を放棄することができる。ただし、保証人の保証があり、債務を履行できる場合は、この限りでな

い。 
第１号から第７号　〔 略 〕 

２　市長等は、前項の規定により当該債権を放棄したときは、規則で定めるところにより、これを議会に報告しなければならない。



提 案 理 由 

 

令和７年第３回神栖市議会定例会に提出いたしました議案につきまして、説明いた

します。 

 

今回の提出案件は、 

 人事に関するもの              １件 

 条例に関するもの              ５件 

  予算に関するもの              ３件 

  損害賠償の額を定めることについて      ２件 

  専決処分の承認を求めるもの         １件 

  諮問に関するもの              １件 

  認定に関するもの              ３件 

報告に関するもの              ６件 

でございます。 

 

議案第１号につきましては、固定資産評価審査委員会委員の選任についてであり、

荒沼 俊明 委員の任期が令和７年１２月１２日をもって満了することに伴い、人格が

高潔で、固定資産の評価に関し識見を有する同氏を引き続き固定資産評価審査委員会 

委員として選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を

求めるものであります。 

 

議案第２号につきましては、神栖市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例についてであり、基幹業務システムの標準化に伴い、住登外者宛

名番号管理機能によって行われる事務及び情報連携について、個人番号の独自利用事務

として条例に定める必要があるため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第３号につきましては、神栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例についてであり、児童福祉法の一部改正により新たに創設された乳児等

通園支援事業について、その設備及び運営に関する基準を定める必要があるため、条例

を制定するものであります。 

 

 



議案第４号につきましては、神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例及び神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例についてであり、児童福祉法の一部改正に伴い、

引用する条項の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第５号につきましては、神栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例についてであり、児童福祉法の一部改正に伴

い、引用する条項の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第６号につきましては、神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例についてであり、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に

伴い、部分休業に係る規定を整理するため、また、文言の整理をするため、所要の改正

を行うものであります。 

 

議案第７号につきましては、令和７年度神栖市一般会計補正予算（第３号）について

であり、補正は歳入歳出それぞれ１,７３５万４千円を追加し、補正後の予算規模を 

４５０億８,９０５万５千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、中学校部活動の地域クラブへの移行事業について、

地域クラブ活動の充実を図ることを目的とした実証事業を実施するため、補正予算を計

上するものであります。財源としましては、県支出金等を充てるものであります。 

 

議案第８号につきましては、令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第１号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ１３５万３千円を追加し、補正

後の予算規模を６０億９,２２５万４千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、国が進める標準化に伴う介護保険事務処理システム経費

について、補正予算を計上するものであります。財源としましては、繰入金を充てるも

のであります。 

 

議案第９号につきましては、令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ２１５万円を追加し、補正後の予算規

模を１２億５,３１３万５千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、職員の定期人事異動に伴う人件費について、補正予算を

計上するものであります。財源としましては、繰入金を充てるものであります。 

 



議案第１０号につきましては、損害賠償の額を定めることについてであり、神之池

緑地の神栖市文化センター脇駐車場において相手方車両が損傷した事故について、地方

自治法第９６条第１項第１３号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 

議案第１１号につきましては、損害賠償の額を定め、和解することについてであり、

市道８－１０５号線において相手方車両が損傷した事故について、地方自治法第９６条

第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 

議案第１２号につきましては、専決処分の承認を求めることについてであり、令和

７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、地方自治法第１７

９条第１項の規定に基づき専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求めるものであります。 

補正は歳入歳出それぞれ２３７万８千円を追加し、補正後の予算規模を１２億   

５,０９８万５千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、後期高齢者医療保険料の過誤納金について、対象者へ速

やかに還付するため、補正予算を計上し、８月６日に専決処分したものであります。 

 

諮問第１号につきましては、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

であり、根本 理加子 委員の任期が令和７年１２月３１日をもって満了することに伴い、

人格識見ともに高い同氏を引き続き人権擁護委員として推薦するため、人権擁護委員法

第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 

 

認定第１号につきましては、令和６年度神栖市歳入歳出決算の認定についてであり、

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定に付すものであります。 

 

認定第２号につきましては、令和６年度神栖市水道事業会計剰余金の処分及び決算

の認定についてであり、未処分利益剰余金５億６９５万８,４５６円のうち、１億  

４,３５４万４,２２３円を建設改良積立金へ積み立て、残金を繰り越すものとするた

め、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、議会の議決を求め、併せて、同

法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定に付すものであります。 

 

認定第３号につきましては、令和６年度神栖市下水道事業会計決算の認定について

であり、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定に付すものであ

ります。 



報告第１号につきましては、令和６年度神栖市一般会計継続費精算報告書についてで

あり、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定に基づき、報告するものであります。 

 

報告第２号につきましては、令和６年度神栖市下水道事業会計継続費精算報告書につ

いてであり、地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定に基づき、報告するもの

であります。 

 

報告第３号につきましては、令和６年度決算に基づく神栖市健全化判断比率の報告に

ついてであり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づ

き、報告するものであります。 

 

報告第４号につきましては、令和６年度決算に基づく神栖市水道事業会計及び神栖市

下水道事業会計についての資金不足比率の報告についてであり、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、報告するものであります。 

 

報告第５号につきましては、債権放棄の報告についてであり、神栖市債権管理条例

第１４条第２項の規定に基づき、報告するものであります。 

 

報告第６号につきましては、鹿島港湾運送株式会社の令和６年度第５５期営業報告及

び令和７年度事業計画についてであり、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、報告するものであります。 




